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別紙１—１—１７ 各条における申請対象設備 

（第 21条：放射線管理施設） 
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１．概要 

本資料は、補足説明資料「本文、添付書類、補足説明項目への展開」（各条00資

料）にて整理した別紙２に基づき、技術基準規則への適合性及び事業変更許可との整

合性を説明する上で必要な設備・機器について、基本設計方針と申請対象設備を紐付

けし、申請対象設備が抜けなく抽出されていることを検証するものである。 

 

２．基本設計方針と申請対象設備の紐付け 

申請対象設備が抜けなく抽出されていることを検証するため、別紙２にて基本設計

方針の適用を受ける主な設備を明確化し、さらに、申請対象設備と基本設計方針の紐

付けを行い、技術基準規則への適合性及び事業変更許可との整合性を説明するために

必要な設備が抜けなく抽出されていることを検証する。 

基本設計方針と紐付けをした申請対象設備リストを添付１に、紐付けした別紙２を

別紙1-1-40に示す。 

 

３．系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出及び検証 

施設を構成する設備等には、機器単体で技術基準規則への適合を達成するものと系

統として技術基準規則への適合を達成するものがあり、特に系統として機能、性能を

達成するものに対しては、当該系統の中で安全機能に関係する対象範囲や対象機器を

抽出することが必要である。 

第21条 放射線管理施設において、機能要求②となる系統として機能、性能を達成

する設備はない。 

 

４．機器単体で技術基準への適合や基本設計を達成するものの検証 

別紙２で基本設計方針との紐付けにより該当する設備のうち、「機器単体で機能、

性能を達成する設備（機能要求②が要求される機器単体）」及び「機能要求①に該当

する設備」、「設置要求に該当する設備」のそれぞれが設工認申請対象設備となる。 

機器単体で機能、性能を達成する設備は、設計図書の機器リスト、既認可申請書等

を用いて、対象を明確化する。機器単体で機能、性能を達成する設備と設計図書等と

の紐付け結果は、共通09の補足説明資料 別紙「機器単体で機能、性能を達成する設

備」にて示す。 
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申請対象設備リスト（各条における申請対象設備）
(1/2)

番号 機器名称(許可) 機器名称 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計
兼用
(主従)

共用
（主従）

備考

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋内モニタリング設備 ― ガンマ線エリアモニタ ガンマ線エリアモニタ 計装/放管設備 21条-13,14,15,16 機-10-11

AA，AB，AC，AD，
AE，AG，AH，BA，
BB，CA，CB，DA，
DB，DC，FA，FB，

FC，KA，KB

130 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋内モニタリング設備 ― 中性子線エリアモニタ 中性子線エリアモニタ 計装/放管設備 21条-13,14,15 機-10-12
AA，AB，AC，AH，

CA，CB
39 ②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋内モニタリング設備 ― ベータ線ダストモニタ ベータ線ダストモニタ 計装/放管設備
21条-

13,14,15,16,18,19
機-10-13

AA，AB，AD，AE，
AH，AK，DA，DC，
FA，FB，FC，KA

44 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋内モニタリング設備 ― アルファ線ダストモニタ アルファ線ダストモニタ 計装/放管設備
21条-

13,14,15,18,19
機-10-14

AB，AC，AH，BA，
CA，CB，DA

46 ②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋内モニタリング設備 ― 臨界警報装置 臨界警報装置 計装/放管設備 21条-13,17 機-10-15 AA，AB，AC，CA、AG 9 ②-4 既設 非安重 ― C/― ― ―

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋内モニタリング設備 ― 臨界警報装置 臨界警報装置 計装/放管設備 21条-13,17 機-10-16 AA，AB，AC，CA、AG 9 ②-4 既設 非安重 ― C/― ― ―

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気筒モニタ 主排気筒ガスモニタ 計装/放管設備 21条-23,24,26,27 機-10-17 AP 2 ②-4 既設 安重 常設SA S/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

―

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気筒モニタ 主排気筒ガスモニタ 計装/放管設備 21条-23,24,26,27 機-10-18 AP 2 ②-4 既設 安重 常設SA S/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

―

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気筒モニタ 主排気筒ガスモニタ 計装/放管設備 21条-23,24,26,27 機-10-19 AP 2 ②-4 既設 安重 常設SA S/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

―

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気筒モニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換
気筒ガスモニタ

計装/放管設備 21条-23,26,27,28 機-10-20 AQ 2 ①-3 既設 非安重 常設SA C/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気サンプリング設備
排気サンプリング設備（主排気
筒）

計装/放管設備 21条-23,24,29 ― AP 2 ②-4 既設/改造 安重/非安重 常設SA S,C/1.2Ss,―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気サンプリング設備
排気サンプリング設備（使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

計装/放管設備 21条-23,29 ― AQ 2 ①-3 既設 非安重 常設SA C/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気サンプリング設備
排気サンプリング設備（使用済
燃料輸送容器管理建屋換気筒）

計装/放管設備 21条-23,29 ― AQ 一式 ①-3 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気サンプリング設備
排気サンプリング設備（ハル・
エンドピース及び第1ガラス固化
体貯蔵建屋換気筒）

計装/放管設備 21条-23,29 ― AQ 一式 ②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備 排気サンプリング設備
排気サンプリング設備（低レベ
ル廃棄物処理建屋換気筒）

計装/放管設備 21条-23,29 ― DA 一式 ②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排気モニタリング設備
冷却空気出口シャフトモ
ニタ

冷却空気出口シャフトモニタ 計装/放管設備 21条-23,30 機-10-26 KA,KB 2 ②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排水モニタリング設備 排水サンプリング設備 排水サンプリング設備 計装/放管設備 21条-47,48 ― AD,F 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －
放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 排水モニタリング設備 排水モニタ 排水モニタ 計装/放管設備 21条-47 ― AD 2 ②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 環境モニタリング設備 モニタリングポスト モニタリングポスト 計装/放管設備
21条-

50,51,52,53,54,55,
56,57,59

機-10-29 X12 9 ①-3 既設 非安重 常設SA C/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

MOX（再処理主）

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 環境モニタリング設備 モニタリングポスト モニタリングポスト 計装/放管設備
21条-

50,51,52,53,54,55,
56,57,59

機-10-30 X12 9 ①-3 既設 非安重 常設SA C/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

MOX（再処理主）

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 環境モニタリング設備 ダストモニタ ダストモニタ 計装/放管設備
21条-

50,51,52,53,54,55,
56,57,59

機-10-31 X12 9 ①-3 既設 非安重 常設SA C/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

MOX（再処理主）

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 環境モニタリング設備 ダストモニタ ダストモニタ 計装/放管設備
21条-

50,51,52,53,54,55,
56,57,59

機-10-32 X12 9 ①-3 既設 非安重 常設SA C/―
主：放射線監視設備（DB)
従：放射線監視設備（SA)

MOX（再処理主）

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 環境モニタリング設備 積算線量計 積算線量計 計装/放管設備 21条-50,58,60 ― X12 一式 ①-1 既設 非安重 ― C/― ― E,MOX（再処理主） －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 放射線サーベイ機器 ― ダストサンプラ エアスニファ 計装/放管設備 21条-74 ―

AA，AB，AC，AD，
AE，AH，AK，BA，
CA，CB，DA，DC，
FA，FB，FC，KA，KB

631 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 放射線サーベイ機器 ―
ガンマ線用サーベイメー
タ

ガンマ線用サーベイメータ 計装/放管設備 21条-74 ― 事業所内 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― ―/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 放射線サーベイ機器 ―
中性子線用サーベイメー
タ

中性子線用サーベイメータ 計装/放管設備 21条-74 ― 事業所内 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― ―/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 放射線サーベイ機器 ―
アルファ・ベータ線用
サーベイメータ

アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ

計装/放管設備 21条-74 ― 事業所内 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― ―/―
主：放射線サーベイ機器
従：出入管理設備
　　汚染管理設備

― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 放射線サーベイ機器 ― ダストサンプラ ダストサンプラ 計装/放管設備 21条-74 ― 事業所内 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― ―/― ― ― －
放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 放射線サーベイ機器 ― ダストモニタ ダストモニタ 計装/放管設備 21条-74 ― 事業所内 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― ―/― ― ― －
放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 放射線監視設備 放射線サーベイ機器 ― ガスモニタ ガスモニタ 計装/放管設備 21条-74 ― 事業所内 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― ―/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ― 放出管理分析設備
放射能測定装置（ガスフローカ
ウンタ）

計装/放管設備 21条-134 ― FB 一式 ①-3 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 重大事故等対処設備 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ―
放射能測定装置（ガスフ
ローカウンタ）

放出管理分析設備 計装/放管設備 21条-134 機-10-55 AH 1 ②-4 既設 非安重 常設SA C/―
主：試料分析関係設備（SA)
従：試料分析関係設備（DB)

―

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ― 放出管理分析設備
放射能測定装置（液体シンチ
レーションカウンタ）

計装/放管設備 21条-134 ― FB 一式 ①-3 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 重大事故等対処設備 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ―
放射能測定装置（液体シ
ンチレーションカウン
タ）

放出管理分析設備 計装/放管設備 21条-134 機-10-57 AH 1 ②-4 既設 非安重 常設SA C/―
主：試料分析関係設備（SA)
従：試料分析関係設備（DB)

―

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ― 放出管理分析設備 核種分析装置 計装/放管設備 21条-134 ― AH,FB 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 重大事故等対処設備 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ― 核種分析装置 放出管理分析設備 計装/放管設備 21条-134 機-10-59 AH 1 ②-4 既設 非安重 常設SA C/―
主：試料分析関係設備（SA)
従：試料分析関係設備（DB)

―

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 試料分析関係設備 放射能測定設備 ― 放射能測定設備 放射能測定装置 計装/放管設備 21条-133 ― AK,FB 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －
放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 試料分析関係設備 放射能測定設備 ― 放射能測定設備 核種分析装置 計装/放管設備 21条-133 ― AK,FB 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 試料分析関係設備 環境試料測定設備 ― 環境試料測定設備
環境試料測定設備（核種分析装
置（γ））

計装/放管設備 21条-135,136,137 ― X1 一式 ①-3 既設 非安重 ― C/― ― MOX（再処理主） －

放射線管理施設 重大事故等対処設備 ― 試料分析関係設備 環境試料測定設備 ― 核種分析装置 環境試料測定設備 計装/放管設備 21条-135,136,137 機-10-63 X1 1 ①-3 既設 非安重 常設SA C/―
主：試料分析関係設備（SA)
従：試料分析関係設備（DB)

MOX（再処理主）

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 試料分析関係設備 環境試料測定設備 ― 環境試料測定設備
環境試料測定設備（放射能測定
装置）

計装/放管設備 21条-135 ― X1 一式 ①-3 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 試料分析関係設備 環境試料測定設備 ― 環境試料測定設備
環境試料測定設備（核種分析装
置（α））

計装/放管設備 21条-135,136,137 ― X1 一式 ①-3 既設 非安重 ― C/― ― MOX（再処理主） －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 環境管理設備 ― ― 気象観測設備
気象観測設備（風向風速計、日
射計、放射収支計、雨量計）

計装/放管設備
21条-

168,169,171,173
― X5 1 ①-2 既設 非安重 常設SA C/―

主：環境管理設備（DB)
従：環境管理設備（SA)

E,MOX（再処理主） －

放射線管理施設 重大事故等対処設備 ― 環境管理設備 ― ― 放射能観測車 放射能観測車搭載機器 計装/放管設備 21条-167,170,172 機-10-70 屋外 1 ①-3 既設 非安重 可搬型SA ―/―
主：環境管理設備（SA)
従：環境管理設備（DB)

MOX（再処理主） －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 出入管理関係設備 出入管理設備 ― 出入管理設備 入退域管理装置 計装/放管設備
21条-

240,241,242,243
―

AE，AK，AP，AQ，
DA，FB，FD，FD2，

KB
一式

①-2/①-3/
②-4 既設 非安重 ― C/― ― E（再処理主） －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 出入管理関係設備 出入管理設備 ― サーベイメータ 放射線サーベイ機器 計装/放管設備 21条-240 ― 事業所内 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― ―/―
主：放射線サーベイ機器
従：出入管理設備
　　汚染管理設備

― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 出入管理関係設備 汚染管理設備 ― 更衣室 更衣室 計装/放管設備 21条-240 ― AE，AK，DA，FB，KB 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －
放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 出入管理関係設備 汚染管理設備 ― シャワー室 シャワ室 計装/放管設備 21条-240 ― AE，AK，DA，FB，KB 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －
放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 出入管理関係設備 汚染管理設備 ― 手洗い場 手洗い場 計装/放管設備 21条-240 ― AE，AK，DA，FB，KB 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －
放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 出入管理関係設備 汚染管理設備 ― 退出モニタ 退出モニタ 計装/放管設備 21条-240 ― AE，AK，DA，FB，KB 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 出入管理関係設備 汚染管理設備 ― 汚染サーベイメータ 放射線サーベイ機器 計装/放管設備 21条-240 ― 事業所内 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― ―/―
主：放射線サーベイ機器
従：出入管理設備
　　汚染管理設備

― －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 出入管理関係設備 汚染管理設備 ― 洗濯設備 洗濯設備 計装/放管設備 21条-240 ― AK,FB 一式 ①-3/②-4 既設 非安重 ― C/― ― ― －

設備区分施設区分
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申請対象設備リスト（各条における申請対象設備）
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番号 機器名称(許可) 機器名称 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

設置場所 数量 申請回 変更区分 DB区分 SA区分 耐震設計
兼用
(主従)

共用
（主従）

備考設備区分施設区分

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 個人管理用設備 ― ― 個人線量計 個人線量計 計装/放管設備 21条-245,246,247 ― 事業所内 一式 ①-1/②-2 既設 非安重 ― ―/― ― E,MOX（再処理主） －
放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 個人管理用設備 ― ― ホールボディカウンタ ホールボディカウンタ 計装/放管設備 21条-245,246,247 ― AM 一式 ①-1/②-2 既設 非安重 ― C/― ― E,MOX（再処理主） －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 環境管理設備 ― ― 気象観測設備 気象観測設備（温度計） 計装/放管設備
21条-

168,169,171,173
― X5 1 ①-2 既設 非安重 ― C/― ― E,MOX（再処理主） －

放射線管理施設 設計基準対象の施設 ― 環境管理設備 ― ― 放射能観測車
放射能観測車（ダストサンプラ
及びよう素サンプラ）

計装/放管設備 21条-167,170,172 ― 屋外 1 ①-3 既設 非安重 可搬型SA ―/―
主：環境管理設備（DB)
従：環境管理設備（SA)

MOX（再処理主） －
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